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平成2９年度 吉野川市人事行政の運営等の状況のお知らせ

１ 職員の任免及び職員数に関する状況

(1) 職員採用の状況 (Ｈ２９.４.１)
・新規採用職員 １４人（一般行政事務等）
・派遣職員（併任） ４人

(2) 職員の退職状況 (Ｈ２８.４.１～Ｈ２９.３.３１)

内 訳 職員人数 内併任職員人数
定 年 退 職 １０人
勧 奨 退 職 ２人
普 通 退 職 ３人 県 職 員 ２人

計 １５人 計 ２人

(3) 部門別職員数の状況 (Ｈ２８.４.１現在）
（単位：人）

区 分 職 員 数 対前年
主 な 増 減 理 由

部 門 平２８ 平２９ 増減数

議 会 事 務 局 ４ ４ ０

防 災 局 ６ ６ ０

総 務 部 ６３ ６２ △１ 推進体制の見直し

一 市 民 部 ６０ ５９ △１ 推進体制の見直し

般 健 康 福 祉 部 １０２ １０９ ７ 推進体制の見直し

行 産 業 経 済 部 ２０ ２２ ２ 推進体制の見直し

政 建 設 部 ３３ ３２ △１ 推進体制の見直し

部 選挙管理委員会事務局 ２ ２ ０

門 農業委員会事務局 ３ ３ ０

監査委員事務局 ２ ２ ０

会 計 課 ６ ６ ０

小 計 ３０１ ３０７ ６

教育
教 育 委 員 会 ５７ ５３ △４ 推進体制の見直し

部門

小 計 ５７ ５３ △４

公 経営企画課 ６ ６ ０
営
企 上下水道課 １６ １５ △１ 推進体制の見直し
業
等 国民健康保険 １３ １３ ０
部
門 介 護 保 険 ８ ８ ０

小 計 ４３ ４２ △１

合 計 ４０１ ４０２ １

※県職員４人を含む。
教育委員会の職員数は、教育長を除く。
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(4) 年齢別職員数の状況 (Ｈ２９.４.１現在）

２ 職員給与の状況

(1) 人件費の状況（平成２８年度 一般会計決算）

人件費
34億219万3千円

17.3%

平成28年度
一般会計決算
歳 出 額

196億6,126万円

人件費以外
162億5,906万7千円

82.7%

※平成２７年度一般会計における市の歳出に占める人件費の割合
を示しています。人件費とは、一般職員の給料、諸手当、共済
費、退職手当負担金などのほか、特別職の市長、議員などの給
料、報酬などを含んでいます。

・平成２８年４月１日現在の住民基本台帳人口／４２，１２８人
・対象期間 Ｈ２８．４．１～Ｈ２９．３．３１
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(2) 職員給与の状況（平成２９年度一般会計予算から抜粋）

職員手当
2億2,445万7千円

給 料
14億4,203万4千円

期末・勤勉 平成29年度
手当 一般会計当初予算

5億8,348万4千円 職員給与費
22億4,997万5千円

※この図は、平成２９年度 一般会計当初予算に計上された
給与費の内訳構成を示しています。

・職員１人当たりの給与費は6,232千円です。

(3) 職員の平均給与月額及び平均年齢の状況（H29.4.1現在）

一般行政職 給料 職員手当
298人 329,493円 27,035円 356,528円（42.4歳）

教育関係職 給料 職員手当
21人 321,395円 9,710円 331,105円（42.1歳）

技能労務関係職 給料 職員手当
39人 348,908円 16,446円 365,354円（50.4歳）

※この図は、平成２9年度当初予算に計上した一般会計の給与の平均額を職種別に表しています。
（給与とは、基本給である給料と職員手当を合わせたものです。）

(4) 職員の初任給の状況（H29.4.1現在）

吉 野 川 市 国
区 分

初 任 給 初 任 給

（大卒） １７８，２００円 １７８，２００円
一般行政職

（高卒） １４６，１００円 １４６，１００円

(5) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（H29.4.1現在）

区 分 経験年数 １０年～１４年 経験年数 １５年～１９年 経験年数 ２０年～２４年

（大卒） ２７８，０００円 ３３２，０００円 ３７０，５００円
一般行政職

（高卒） ２５７，５００円 ３１５，１００円 ３４１，７００円

区 分 経験年数 ２５年～２９年 経験年数 ３０年～３４年 経験年数 ３５年以上

（大卒） ３９２，９００円 ４１３，９００円 ４２０，６００円
一般行政職

（高卒） ３６８，１００円 ３９８，３００円 ４１５，３００円
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(6) 一般行政職の級別職員数の状況（Ｈ２９年度一般会計予算書から抜粋）

参考構成比％
区 分 標 準 的 な 職 務 職員数 構成比

人 ％ 平成２8年度

７ 級 部長又は次長の職務 １７ ６ ６

６ 級 課長又は主幹の職務 ４０ １３ １３

５ 級 １ 課長補佐の職務 ７９ ２７ ２８
２ 困難な業務を行う係長又は主査の職務

４ 級 係長又は主査の職務 ７０ ２３ ２０

３ 級 １ 事務主任の職務 ３０ １０ １３
２ 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

２ 級 ３３ １１ １１
定型的な業務を行う職務

１ 級 ２９ １０ ９

計 ２９８ １００ １００

(7) 特別職の報酬等の状況（Ｈ２９年度）

区 分 給料月額等 期 末 手 当

４月１日現在

市 長 ９００，０００円

給 料 副 市 長 ７２０，０００円

教 育 長 ６４９，０００円
６月期 １．５５月分

議 長 ４３０，０００円 １２月期 １．７０月分
計 ３．２５月分

報 酬 副 議 長 ３８０，０００円

議 員 ３５０，０００円

●政務活動費（議員の調査研究に資するために必要な経費）
交付対象：会派に対して交付（条例第２条）
交付金額：月額２万５千円×会派に所属する議員数（条例第３条）
※年度末において残額があった場合は、返還（条例第８条）

(8) 職員手当の状況（Ｈ２８年度）

●期末・勤勉手当

期 末 手 当 勤 勉 手 当

６ 月 期 １．２２５月分 ０．８５０月分

１２ 月 期 １．３７５月分 ０．９５０月分

計 ２．６０月分 １．８０月分

加 算 措 置 ・職制上の段階、職務の級等による加算措置あり

●住居手当

区 分 支 給 金 額

借 家 ・月額２３，０００円以下の家賃等を支払っている職員。
借 間 （家賃額から１２，０００円を控除した額。）

・月額２３，０００円を超える家賃等を支払っている職員。
(２３，０００円を超える額の１／２に１１，０００円を加えた額。)
（最高支給限度額２７，０００円）
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●退職手当

自 己 都 合 勧 奨・定 年

勤 続 ２０ 年 ２０．４４５００月分 ２５．５５６２５月分

勤 続 ２５ 年 ２９．１４５００月分 ３４．５８２５０月分

勤 続 ３５ 年 ４１．３２５００月分 ４９．５９０００月分

最 高 限 度 額 ４９．５９０００月分 ４９．５９０００月分

●扶養手当

支 給 月 額

配 偶 者 １０，０００円

子 ８，０００円

16歳～22歳の子の加算 ５，０００円

父 母 等 ６，５００円

※職員に配偶者がない場合には、子のうち１人について１０，０００円を支給
職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合には、父母等のうち１人について
９，０００円を支給

●通勤手当

支 給 月 額

・自動車等を使用し通勤距離が２キロメートル以上のものに支給される。

・ ２㎞～ ５㎞未満 ２，０００円
・ ５㎞～１０㎞未満 ４，２００円
・１０㎞～１５㎞未満 ７，１００円
・１５㎞～２０㎞未満 １０，０００円
・２０㎞～２５㎞未満 １２，９００円
・２５㎞～３０㎞未満 １５，８００円
・３０㎞～３５㎞未満 １８，７００円
・３５㎞～４０㎞未満 ２１，６００円
・４０㎞～４５㎞未満 ２４，４００円
・４５㎞～５０㎞未満 ２６，２００円
・５０㎞～５５㎞未満 ２８，０００円
・５５㎞～６０㎞未満 ２９，８００円
・６０㎞以上 ３１，６００円

●時間外・休日勤務手当（一般会計決算より）

年 度 平成２８年度

支 給 総 額 ８６，４３７千円

職員１人当たりの平均支給額 ２４１，４４４円
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●特殊勤務手当

年 度 平成２８年度

手 当 支 給 職 員 数 ３７ 人

支 給 総 額 １，９５１千円

職員１人当たりの平均支給額 ５２，７２９円

手 当 の 種 類 ８種類

名 称 支 給 対 象
代
表 市税事務従事手当 市税及び税外収入の徴収に従事する職員
的
な ケースワーカー業務従事手当 福祉に関する業務に専ら従事する職員
手
当 清掃業務従事手当 ごみ収集業務等に従事する職員

汚水処理作業従事手当 汚水処理業務に従事する職員

感染症防疫等業務従事手当 感染症等防疫業務に従事したとき

行路病人・死亡人取扱業務従事手当 行路病人・死亡人の取扱業務に実地に従事したとき

(9) 国との給料月額の水準比較（ラスパイレス指数）の状況

基 準 日 平成２９年４月１日現在

一般行政職 １０１．１

※ラスパイレス指数は、国家公務員の給料を１００とした場合の市職員の給与水準を示したものです。

３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(1) 勤務時間の状況（Ｈ２９年度）

本庁などの場合
月曜日～金曜日(休日除く)

勤 勤務時間：８時３０分～１７時１５分（うち休憩時間６０分）

務 保育所・こども園の場合
月曜日～金曜日(休日除く)

時 勤務時間：７時３０分～１９時００分（うち休憩時間６０分）までの間で７時間４５分 (時差勤務) 。

間 土曜日(休日除く)
勤務時間：８時～１７時３０分（うち休憩時間６０分）までの間で７時間４５分(時差勤務)

な

ど 幼稚園の場合
月曜日～金曜日(休日除く)
勤務時間：７時４５分～１７時００分（うち休憩時間６０分）までの間で７時間４５分(時差勤務)

(2) 休暇制度の状況（Ｈ２８年）

●年次有給休暇

年次 制 度 概 要 平均取得日数
有給
休暇 １年につき２０日付与。現年付
の 与分のみ翌年度に繰り越し可 １２．４日
概要
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●特別休暇

種 類 内容、取得条件等 付与日数

職員が骨髄移植のための骨髄液の提供者として、
ドナー休暇 必要期間

検査、入院等が必要なとき

結婚休暇 職員の結婚に伴う必要と認められる行事等 １０日を超えない期間

８週間以内(多児出産の場合は１４週間)に出産
産前休暇 出産の日までの申出期間

予定である職員

産後休暇 職員が出産したとき ８週間以内の期間

主
生後満１年に達しない子を育てる職員が、必要

１日２回それぞれ３０分育児時間休暇 と認められる授乳等を行うため勤務しないこと
以内の期間がやむを得ないと認められるとき

な
妊娠中の職員が、通勤に伴う負担を緩和するた

妊娠通勤緩和休暇 め勤務しないことがやむを得ないと認められる １日６０分以内の期間
とき

特
区分

妊娠又は分娩後の保健指導又は
妊娠中又は分娩後に母子保健法第10条又は第 妊娠７月 ４週間に１回

健康診査休暇
13条に規定する保健指導又は健康診査を受ける 〃 ８～９月 ２週間に１回

別 場合 〃10～分娩まで １週間に１回
分娩後１年まで １回

生理休暇
生理日において勤務することが著しく困難な場 ３日を超えない範囲で必要と認め

休 合 る期間

妊娠障害休暇 職員が妊娠障害のため勤務が著しく困難な場合 当該妊娠期間中、７日の範囲内

暇

配偶者出産休暇 職員が妻の出産に伴い入院の付添い等の場合
分娩のため入院する等の日から、
分娩後２週間の期間で３日以内

な 子の看護休暇 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する １つの年に５日以内
職員が、その子を看護する必要があるとき （２人以上は、１０日以内）

負傷、疾病又は老齢により２週間以上の期間に １つの年に５日以内
短期の介護休暇 わたり日常生活を営むのに支障がある者の介護

（２人以上は、１０日以内）その他の世話をする必要があるとき

ど 続柄に応じて付与
配偶者 １０日以内

忌引休暇 職員の親族が死亡したとき 血族父母 １０日以内
〃 子 ７日以内
姻族父母 ３日以内等

在職期間が10年、15年、20年、25年、30年、

リフレッシュ休暇
35年、又は40年に達した職員が心身のﾘﾌﾚｯｼｭ ５日以内
を図るとき

夏期休暇 夏期における諸行事、心身の健康の保持及び増 ７月から９月までの期間で、
進等を行うとき ５日以内

●育児休業の取得状況

（Ｈ２８年度に新たに育児休業を取得した職員数）

育児休業 育 児 休 業 承 認 期 間
区 分

取得者数 ３月以下 ３月～ ６月～ １年～ １年６月～ ２年以上
(人) ６月以下 １年以下 １年６月以下 ２年以下

男性職員 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

女性職員 ８ ０ ０ ２ ４ １ １

計 ８ ０ ０ ２ ４ １ １
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４ 職員の分限及び懲戒処分の状況

(1) 処分者等の状況
（Ｈ２８．４．１～Ｈ２９．３．３１）

処 分 内 容 処 分 者 数 (人)

免 職 ０

分限 降 任 １

休 職 ０
処分

降 給 ０

失 職 ０

免 職 ０

懲戒 停 職 ０

減 給 ０
処分

戒 告 ０

訓 告（文書以上） ０

５ 職員の服務の状況

(1) 職員服務の基準
地方公務員法第３０条 全ての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全

力を挙げてこれに専念しなければならない。
以下、第３２条から第３８条の規定による違反者はありません。

（Ｈ２８．４．１～Ｈ２９．３．３１）

区 分 内 容 違 反 者 数 (人)

第３２条 命 令 に 従 う 義 務 職員は、法令に従い、かつ、上司の職務命令に従
わなければならない ０

第３３条 信用失 墜行為の 禁止 職員は、職の信用を傷つけ、又は職の不名誉にな
るような行為をしてはならない ０

第３４条 秘 密 を 守 る 義 務 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならな
い。その職を退いた場合も同様とする ０

第３５条 職務に 専念する 義務 職員は、勤務時間中、職務に注意力の全てを用い
職務のみに専念しなければならない ０

第３６条 政 治 的 行 為 の 制 限 職員は、政治的活動等をしてはならない ０

第３７条 争 議 行 為 等 の 禁 止 職員は、ストライキ等をしてはならない ０

第３８条 営 利 企 業 従 事 制 限 職員は、営利を目的とする私企業を営み、又は
報酬を得ていかなる事業にも従事してはならない ０

６ 職員の研修の状況

(1) 高度化、多様化する住民ニーズに的確に対応するため、職員の資質・勤務能率の向上に努めています。
昨年度の職員研修の状況は次表のとおりです。

（Ｈ２８．４．１～Ｈ２９．３．３１）

研修の名称(派遣研修) 受講者数(延べ人) 研 修 の 内 容

派遣研修
(徳島県自治研修センター) １１１ 法制執務・パソコン研修・事例で学ぶ民法講座等
（自治大学校） １ 公共政策
（市町村アカデミー等） ３４ 課税事務・危機管理・女性リーダー等
（徳島県市町村課） １ 地方財政・地域振興等

職場内研修 ９４１ 新規採用職員研修・人権研修・交通安全研修
コンプライアンス研修・メンタルヘルス研修

合 計 １，０８８
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７ 職員の福利厚生及び利益の保護の状況

(1) 地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する計画を立て、実施しなければなりません。
現在市職員に対して適用されている共済制度は、これに基づき定められた地方公務員共済組合法によって
徳島県市町村共済組合が制度を運用、実施しています。又、職員は一般財団法人徳島県市町村職員互助会
に加入し福利厚生の充実を図っているほか、健康診断などを行っています。これら福利厚生制度の主な内
容は次のとおりです。

区 分 内 容

共 済 制 度 ●短期給付＝公務外の病気やケガの治療、出産、死亡、休業、災害時の給付
○保健給付＝療養給付、高額療養費など ○休業給付＝傷病手当金、出産手当金、
育児休業手当金など ○災害給付＝弔慰金、災害見舞金、家族弔慰金

●長期給付＝老後の経済生活を支援するための給付
○退職共済年金＝組合期間や一定の条件を満たすことにより65歳から支給(65歳未

満で受給できる特例あり) ○障害共済年金・一時金＝組合員が在職中に病気やケガ
で障害が残る状況になったときに支給 ○遺族共済年金＝組合員又は組合員であった
者が死亡したときに遺族に支給

●福祉事業＝保健、貯金、貸付などの各事業
○保健事業＝健康診断助成、健康管理研修助成、保健指導など ○貯金事業＝定期・
積立貯金の受入 ○貸付事業＝普通貸付、住宅貸付、災害貸付、医療貸付、入学・
修学貸付など

職 員 互 助 会 ●給付事業＝医療費補助、入院見舞金、結婚・出産祝金、育児・介護休業など
●助成事業＝人間・脳ドック、保養所利用、公的資格取得、文化体育活動など

職員の保健等に関すること 健康診断（基本健診、胸部レントゲン検査、肝炎ウィルス検査、前立腺ガン検査、
胃部レントゲン検査、婦人がん検診、大腸がん健診)

(2) 職員が公務中あるいは通勤途上で死亡し、又は負傷や疾病により障害を負った場合などは、地方公務員
災害補償法に基づきその補償を受けることができますが、平成２8年度公務災害として申請・認定された
事案は次のとおりです。

（Ｈ２８．４．１～Ｈ２９．３．３１）

加 入 団 体 災害認定件数 災 害 の 概 要

地方公務員災害補償基金 ２ アナフィラキシーショック
徳島県支部 左大腿挫創

８ 公平委員会に係る業務の状況

(1) 公平委員会の概要

公平委員会は、地方公務員法第７条第２項の規定により設置されており、その権限は同法８条第２項
において定められております。その主な内容は次のとおりです。

・職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執
ること

・職員に対する不利益な処分についての不服申し立てに対する決裁又は決定をすること
・職員の苦情を処理すること

(2) 公平委員会の業務状況
（Ｈ２８.４．１～Ｈ２９．３．３１）

業 務 の 種 別 件 数

勤務条件に関する措置の要求の状況 ０ 件

不利益処分に関する不服申立ての状況 ０ 件

苦情の処理の状況 ０ 件

☆この公表に関する問い合わせ先：徳島県吉野川市総務部総務課(℡０８８３－２２－２２３１)


